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平成29年２月定例会　総務委員会（付託）

平成29年２月27日（月）

〔委員会の概要　経営戦略部・監察局関係〕

南委員長

　ただいまから，総務委員会を開会いたします。（14時57分）

　直ちに，議事に入ります。

　これより，経営戦略部・監察局関係の審査を行います。

　経営戦略部・監察局関係の付託議案については，さきの委員会において説明を聴取した

ところでありますが，この際，理事者側から，追加提出議案及び追加提出予定議案につい

て説明を願うとともに，報告事項があれば，これを受けることにいたします。

【追加提出議案】（資料①②③④）

　○　議案第52号　平成28年度徳島県一般会計補正予算（第５号）

 ○　議案第53号　平成28年度徳島県用度事業特別会計補正予算（第１号）

 ○　議案第65号　平成28年度徳島県証紙収入特別会計補正予算（第１号）

 ○　議案第66号　平成28年度徳島県公債管理特別会計補正予算（第１号）

 ○　議案第67号  平成28年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算（第１号）

 ○　議案第72号  徳島県税条例等の一部改正について

【報告事項】

　○　懲戒免職処分・取消請求控訴事件への対応について

大田経営戦略部長

　２月県議会定例会に追加提出いたしました議案につきまして，御説明申し上げます。

　まず，お手元に御配付の，平成29年２月徳島県議会定例会提出議案（追加），１枚もの

を御覧ください。

　去る２月22日の一般質問日に提出いたしました議案につきましては，補正予算案20件と，

条例案１件の合計21件となっております。そのうち，補正予算案の内訳は，一般会計が第

52号の１件，特別会計が第53号から第67号までの15件，企業会計が第68号から第71号まで

の４件となっております。第72号の条例改正は，地方税法の一部が改正され，自動車に係

る環境への負荷の程度に応じた自動車税の税率の特例措置が見直されることに伴い，所要

の整備等を行うものであります。

　次に，平成29年２月徳島県議会定例会提出予定議案（追加），もう１枚の資料を御覧く

ださい。

　また，３月13日の閉会日におきまして，新未来「創造」とくしま行動計画の変更に係る

第73号議案を，追加提出する予定としております。この案件は，行動計画の一部変更につ

いて，徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の規

定により，議決をお願いするもので，明日の政策創造部関係の当委員会におきまして，詳

細に御説明いたしますので，十分御審議賜りますよう，お願い申し上げます。
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　次に，補正予算案につきましては，お手元に別途お配りしております，平成28年度２月

補正予算（案）の概要（追加分）を御覧ください。１ページの１に記載のとおり，今回の

一般会計の補正予算額は， 244 億 850 万円の減額となっております。

　２ペ－ジをお開きください。

　歳入歳出予算の款別の内訳表でございます。まず，上段の（１）の歳入でありますが，

主なものにつきまして御説明申し上げます。

　01の県税につきましては，地方消費税や個人県民税の減などにより減額となっておりま

す。

　05の地方交付税につきましては，国が決定した交付額に基づき増額となっております。

　09の国庫支出金につきましては，現年発生災害復旧事業や災害関連事業の減などにより

減額となっております。

　15の県債につきましては，災害復旧事業債の減などにより，減額となっております。

　次に，下段の（２）の歳出であります。02の総務費につきましては，財政健全化の推進

を図るため，財政調整基金に積立てを行うとともに，今後の県勢発展の基盤となる施設整

備等に備えるため，二十一世紀創造基金への積立てを行うことなどから増額となっており

ます。

　03の民生費につきましては，介護保険関係事業の確定などによる減額であります。

　06の農林水産業費及び08の土木費につきましては，いずれも，災害関連事業費の確定な

どによる減額であります。

　11の災害復旧費につきましては，現年発生災害復旧事業費の確定などによる減額であり

ます。

　３ページにつきましては，歳出予算の性質別の内訳を記載いたしております。

　４ペ－ジをお開きいただきまして，特別会計についてでありますが，それぞれ事業費の

確定等に伴う補正でございます。

　追加提出議案及び追加提出予定案件の全体状況の説明につきましては，以上でございま

す。

 続きまして，経営戦略部・監察局・出納局関係で追加提出いたしました議案につきまし

て，お手元の総務委員会説明資料（その３）により，その概要を御説明申し上げます。

　今回，提出いたしました議案は，補正予算案５件，条例案１件でございます。

　説明資料の１ページをお開きください。

　平成28年度徳島県一般会計補正予算案でございますが，補正額は７億 9,203 万 9,000 円

の減額で，補正後の予算総額は 1,268 億 3,381 万 6,000 円となっております。この減額の

主な要因は，地方消費税清算金及び地方消費税交付金の補正などでございます。

　２ページをお開きください。

　特別会計につきましては，事業費の確定等に伴う補正であり，補正額は14億 4,035 万

4,000 円の減額で，補正後の総額は 1,496 億 7,811 万 4,000 円となっております。

　３ページを御覧ください。

　各課別の主要事項につきまして，主なものを御説明いたします。各課の共通要素としま

して，給与費の補正を計上しております。

　まず，秘書課でございますが，行政広報に要する経費等の補正でございます。
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　４ページをお開きください。

　総務課につきましては，私立学校の振興に要する経費等の補正でございます。

　５ページを御覧ください。

　人事課につきましては，人事管理及び行財政改革に要する経費等の補正でございます。

　６ページをお開きください。

　職員厚生課につきましては，退職手当に要する経費等の補正でございます。

　７ページを御覧ください。

　７ページから８ページまでは，財政課につきまして記載しておりますが，各種基金積立

金の補正及び県債の元金償還に要する経費等の補正でございます。

　９ページを御覧ください。

　９ページから10ページまでは，管財課につきまして記載しておりますが，庁舎の維持管

理に要する経費等の補正でございます。

　11ページを御覧ください。

　11ページから12ページまでは，税務課につきまして記載しておりますが，地方消費税収

入における都道府県間の清算金の補正及び市町村に対する各種交付金等の補正でございま

す。

　なお，13ページには県税等収入見込額を記載しており，当該県税の内訳につきましては，

14ページに記載のとおりでございます。

　15ページを御覧ください。

 情報戦略課につきましては，県庁総合サービスネットワークの経費等の補正でございま

す。

　16ページをお開きください。

　総務事務管理課につきましては，総務事務の集約処理をするための経費の補正でござい

ます。

　17ページを御覧ください。

　監察局監察課につきましては，監察事務執行に要する経費等の補正でございます。

　18ページをお開きください。

　監察局評価検査課につきましては，行政評価事務執行に要する経費等の補正でございま

す。

　19ページを御覧ください。

 19ページから20ページまで，出納局につきまして記載しておりますが，出納事務執行に

要する経費等の補正でございます。

　21ページを御覧ください。

　議会事務局，人事委員会事務局，監査事務局につきましては，それぞれ運営に要する経

費の補正でございます。

　22ページをお開きください。

　繰越明許費の追加といたしまして，管財課所管の本庁舎等管理費におきまして，計画に

関する諸条件により，年度内完成が見込めなくなったことから，翌年度への繰越しをお願

いするものでございます。今後，事業の早期完了に鋭意努めてまいる所存でございますの

で，御理解を賜りたいと存じます。
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　23ページを御覧ください。

　一般会計の補正予算に係る地方債の変更を，次の24ページでは，公債管理特別会計の補

正予算に係る地方債の変更を，それぞれお願いするもので，内容につきましては記載のと

おりでございます。

　25ページを御覧ください。

　２，その他の議案等といたしまして，条例案１件を記載しておりますが，内容につきま

しては，先ほど御説明申し上げたとおりでございます。

　追加提出議案の御説明につきましては，以上でございます。

　続きまして，経営戦略部から１点，御報告申し上げます。

　資料はございませんが，元職員が提訴いたしました懲戒免職処分取消請求控訴事件への

対応についてでございます。

　平成24年７月に，職場内での秩序びん乱行為や暴行により，懲戒免職処分を行いました

元職員が提訴した懲戒免職処分・取消請求控訴事件について，去る２月22日に高松高等裁

判所で判決があり，県の主張が認められず敗訴したところであります。

　今後の対応につきましては，判決文を精査の上，上告する方向で検討してまいりたいと

考えております。

　経営戦略部からは，以上でございます。

　どうぞ御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

南委員長

　以上で，説明等は終わりました。

　それでは，これより質疑に入ります。

　質疑をどうぞ。

中山委員

　先ほど，公安委員会の中で，ＰＦＩについての論議がいろいろなされました。私も事前

委員会におきまして，駐在所の集約化に伴うＰＦＩ事業について質問をいたしました。ま

た，本会議では山田委員からもＰＦＩ事業に係る質問がなされたところであります。

　ＰＦＩ事業につきましては，皆さん御承知のとおり，民間の資金やノウハウを利用して，

公共事業のコスト縮減や質の高いサービスの提供を行うというメリットがあります。しか

しながら，地元企業が受注機会を失うおそれがあるという一面も持っております。

　まずは，今後，県はＰＦＩに対してどのように進めていくかということをお伺いしたい

と思います。

藤本公共施設最適化担当室長

　県はＰＦＩをどのように進めていこうとしているのかという御質問でございます。

　厳しい財政状況の中，ＰＦＩ手法は民間資金やノウハウを活用いたしまして，公共施設

等の設計や建設，また，維持管理や運営といった業務，これらを一括して発注することに

よりまして，これまで県が実施してきました直営方式，これに比べまして，建設コストや

維持管理，運営コストの削減が図れ，また，柔軟かつ質の高い公共サービスの提供も図れ
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ます。それから，行政のかわりに民間が業務を行うこととなりますので，新たな事業機会

の創出がなされます。こうしたことの効果が期待できる有効な手法と認識をしております。

本県におきましては，徳島県公共施設等総合管理計画におきまして，ＰＦＩなどの手法，

これの導入件数を今後10年間で３倍以上にするという目標を掲げております。この取組を

進めているところでございます。

　一方では，委員からの御指摘のように，ＰＦＩ手法の推進に当たりましては，地域産業

や地域経済の活性化への貢献や，県内企業の成長や発展，これらに資することも必要であ

ると考えております。ＰＦＩ手法による新たな事業機会，これらにしっかりつなげていく

ためには，県内企業の参画機会，これを確保していくことが求められております。

　今後とも，ＰＦＩ手法の実施に当たりましては，県内事情に精通した県内企業の参画に，

より一層配慮いたしまして，地域の実情に即したＰＦＩ手法の活用を図ってまいりたいと

考えております。

　

中山委員

　ただいま，お伺いした中で，10年間で３倍以上にしていくというふうな，ますます地元

企業の活躍というか，仕事の創出の場が少なくなっていくのかなと危惧しております。

　それに加えまして，国のほうからＰＦＩ手法を推進するために，ＰＦＩ手法の導入を優

先的に検討するための規程を策定するよう要請があったと聞きますが，その内容について

説明をしていただきたいと思います。

藤本公共施設最適化担当室長

　ＰＦＩ手法の導入を，優先的に検討するための規程に関する内容についての御質問でご

ざいます。

　効率的に公共施設等の整備を進めるために，国におきましてはＰＦＩ手法導入を優先的

に検討するための指針が決定されました。この指針の主な内容につきましては，まず，優

先的な検討を行う事業の対象といたしまして事業の規模を定めておりまして，建築物の建

設や改修などを行う整備事業で，事業費の総額が10億円以上のものを対象にしております。

それから，ＰＦＩ手法を導入するかどうか，これを検討する評価方法としまして，事業を

実施する部局が第一段階に行う検討といたしまして，まずは事業のコスト総額による評価，

定量的な評価と，それからコスト総額以外の方法による評価，定性的な評価と，この二つ

によりまして，従来の直営方式とＰＦＩ手法を比較いたしまして，総合的に評価をして，

有利な手法を採用するというような評価をいたします。そして，ＰＦＩ等の手法を導入し

ないということの評価になったときには，その評価内容を公表すると，その理由を公表す

るということなどが指針の主な内容となっております。

　国からの策定の要請があった対象といたしましては，人口20万以上の地方公共団体に対

しまして，地域の実情を踏まえまして，ＰＦＩ手法等の導入を優先的に検討するための規

程を策定するよう，国から要請があったところでございます。

　

中山委員

　今，御説明いただいたように，国の要請どおりの優先的導入検討規程を策定してしまえ
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ば，県内企業の参画がより一層難しくなると私は思います。藤本室長は，その件について

どう思われるか。また，その対策，地元企業に対する対策をちゃんととられているのかど

うか。

　先ほど，樫本委員の説明の中で，これから建設産業は景気が良くなるというふうな説明

を，これは資材屋さんのレベルで言われておって，材料が高くなってたくさんもうかると

いう話をされておりましたけども，やはりそうなったら，地元業者は，そういう高い，ガ

ラスにしても鋼材にしても，仕入れないといけないようになるわけです。そうなってきた

らますます，スケールメリットで一度に購入するような大手の会社にかなわないように

なってしまう。競争ができなくなってしまうわけです。そういったことも踏まえて，地元

業者に対してどういうふうな対策をとられているのか，ちょっとお聞きしたいと思います。

藤本公共施設最適化担当室長

　国の要請どおり，この規程を策定すると，より一段と県内企業の参画が難しくなるので

はないかという御質問でございます。

　国の指針におきましては，先ほどもちょっと説明をさせていただいたんですが，今まで

の直営方式と，このＰＦＩ手法とを，コストによる比較，それからコスト以外の比較とい

うことで，有利なほうを採用するということにしておりますが，優先的に，この規程の中

ではコスト総額以外の定性的な評価におきまして，地域のニーズに適応したものとなって

いるかという観点から，例えば住民サービスの向上でありますとか，民間によるノウハウ

の活用の可能性でありますとか，これらの評価を定性的な評価の基準に盛り込む必要があ

ると考えております。このことに関して，今後慎重に検討していく必要があるとしており

ます。なお，このような定性的な評価の項目においては，地域の実情に通じた県内企業に

あっては，むしろ有利性が認められるのではないかと考えているところでございます。

　また，ＰＦＩ手法を採用して事業者の選定を行う際には，地域に精通した県内企業の参

画機会，この確保が重要となると考えておりまして，この優先的規程のほか，この規程の

運用の手続などを，要綱とか要領とかにおいて定めていく必要があると考えておりまして，

県内企業の参画が確保できるような評価基準等をしっかりと盛り込むなど，ＰＦＩ手法を

実施していく部局と連携して，しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

　

中山委員

　やはり地元建設業というのは，皆さん御承知のとおり，徳島県の経済，また，防災・減

災に対しましても大変重要な産業であります。是非とも，このＰＦＩ事業によって，地元

企業，建設業の発展とか事業継続を止めないように，しっかりと考えていただきたいと強

く要望して終わります。

岡田委員

　皆さん，先週の金曜日はプレミアムフライデーということで，土曜日，日曜日も，今日

の朝もですけど，どの番組を見ていても，プレミアムフライデーの，午後３時に帰りま

しょうという話をどんどんされていたんですけども，実際，県庁での午後３時に帰ろう取

組はどうなっていたんですか。
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梅田経営戦略部次長

　県庁におけるプレミアムフライデーの取組について御質問を頂いております。

　本県におきましては，従来より週休日の前後の月曜日や金曜日というのを，ハッピーマ

ンデー，ハッピーフライデーとして休暇取得する，三連休にするということで，年次休暇

の積極的な取得を呼び掛けてきたところでございます。今回のプレミアムフライデーにつ

きましては，事前委員会において古川委員から御質問を頂きまして，その後，総務省のほ

うからもプレミアムフライデーに合わせた年次休暇の取得促進等についてという通知も出

されたところがございまして，現在，職員の出勤簿については総務事務システムで出勤簿

を押すようになっております。その出勤簿が出る前のポップアップのところで，プレミア

ムフライデーの周知をするという取組を実際に実施いたしまして，23日，それから24日と，

業務に支障なく趣旨に賛同できる職員については早期退庁，あるいは定時退庁に努めるよ

うに呼び掛けたところでございます。

岡田委員

　実際，何で月末の金曜日なのかというのは，先ほどの委員会でも言っていましたけど，

普通，月末というのは，商売人はそうでなくても忙しいし，年度末がきたらすごい大変な

時期に，何で月末の金曜日という話なんですけど，逆に言うと，月の終わりだから，１か

月間の仕事の段取りをして，その月末の金曜日に時間をつくることが可能という働き方も

多分できるから，月末の金曜日なのかなとも思いました。いずれにしても，計画を立てな

がら仕事が処理できる部署においては，多分，金曜日に早く帰るということが可能だと思

いますので，県庁の職場においては，多分，可能な部署と可能でない部署とがあって，そ

の中にあって，やはりできるところから率先して取り組んでいただきたいと思います。

　できたら，皆さんが午後３時に帰れる月末があるというのを共有できるような意識を

持っていただいて，働き方も考えていただく。そしてまた，県民の方へのサービスは滞ら

ないように，交代でできるような体制をつくっていただきたいなと思います。今回はそれ

が，今月が最初のプレミアムフライデーでしたので，３月，４月，５月と続いていって，

ゴールデンウィーク等々で，また，長い連休とかが続いていくとは思いますけども，その

中であって，ゆとりのある働き方，そして計画を持った仕事の処理の仕方というところが，

多分一番のポイントになってこようかと思いますので，そのあたりを踏まえた上で，是非，

取組を続けていただきたいと思います。

　それで，もう一つ，プレミアムフライデーではないんですけど，９月から，県庁でテレ

ワークというのも実証実験されていまして，数えてみたら，もう半年がたつんですね。折

りに触れて，いつもテレワークの話を聞いているんですけど，今日，この総務委員会最後

の質問ですので，今年の総括として，現状どうなので，それで来年度に向けてどういうふ

うな改善，若しくは取組を進められようとされているのか，お願いできますか。

勝川行政改革室長

　ただいま，岡田委員からテレワークの取組について御質問を頂きました。今年度，９月

から全職員を対象としまして，在宅勤務の実証実験というのを始めております。今の時点
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で，年度末までに大体40名程度の利用を見込んでおるという状況でございます。来年度も

引き続き，県としましては，県庁の働き方改革というのを進めていくために，県庁版サテ

ライトオフィスであったり，在宅勤務の実証実験というのを引き続き積極的に進めていき

たいと考えております。

岡田委員

　今， 3,000人のうちの40人という話なので，この数字はどれぐらいまで増やせそうな感

じなんですか。さっきも言ったけど，職場によっては無理ですよというのも当然あるし，

向き不向きの職場というのもあるし，仕事の内容というのもあるので，ある程度，どこま

で広げればいいかなという目標はありますか。

勝川行政改革室長

　取組の目標について御質問を頂きました。具体的に何名という取組について，昨年度30

名ということで，今年度はできたら50名ぐらいいきたいということで目標を立てていたの

ですが，まだ，あと残り１か月ございますので，最後，できるだけ多くの人に，実証実験

に参加していただけるように引き続きやっていきたいと思っております。来年度につきま

しては，今年と同じように強化月間みたいなのを設定しながら，更に右肩上がりで増えて

いくように取り組んでいきたいと思っております。

岡田委員

　今，本当にテレワークというのが県庁の中でも広がりつつありますけど，実際は徳島県

内の民間企業において，そしてまた，大企業ではなく中小企業，零細企業においても，で

きるところの働き方改革というところを是非進めていただく上で，まずは県庁の皆さんが

モデルとなってやってくださいという取組だったと思うんです。県内においては中小企

業・零細企業が非常に多い中であって，また，サービス業であったり製造業が多い中で

あって，現場にいないと仕事ができないという職業の方がたくさんいらっしゃるんですけ

ども，その中にあっても，できる部署，また，できる内容を在宅でしましょうよという切

り換えを進める上でも，県庁の皆さんが是非体験してもらって，こういうところで，介護

されながらでも仕事ができますよとかというところの，そういうアドバイスができるよう

な経験を，是非，県庁の職員さんが先導していただきたいなと思います。今，在宅勤務の

実証実験利用者について，30人が40人になったというお話だったので，これが， 3,000人

のうち１割， 300人の人は全員経験して，どういう所でも大丈夫だし，どういう環境にお

かれても仕事ができますよという取組を，是非，働き方改革推進県として続けていただき

たいと思いますので，お願いします。

　来年度の予算もいろいろ出ていましたけど，かなり，新しいオフィスの改革から始まっ

て，いろんなことをされるようになっていると思うんですけども，今後の展望として，先

ほどおっしゃっていましたけども，増やしていけそうなんですか。

勝川行政改革室長

　来年度の展望ということで御質問を頂きました。来年度につきましても，こうした働き
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方改革を積極的に進めていくということで，テレワーク導入の課題となっておりました職

員の意識改革，それからペーパーレス化といった取組を進めていくために，県庁のオフィ

ス，足元のオフィス改革をやっていこうということで考えております。

　具体的に申し上げますと，まずは行政改革室と情報戦略課におきまして，先行的にフ

リーアドレス制といったものを導入してまいりたいと考えております。これは執務室にＷ

ｉ－Ｆｉ環境を整備いたしまして，室内のどこからでも，無線により全庁ＬＡＮとかイン

ターネットにアクセスできる環境をつくっていきたいと思っております。これによりまし

て，職員が職場で個人の座席を固定せずに，いわゆる席は自由ということで，あいている

席やスペースを自由に使って仕事をする，正に場所にとらわれない働き方，こういうのも

挑戦していきたいと思っております。このフリーアドレスの導入によりまして，特定した

席がなくなるということで，デスクの上とか，自分の手元に書類を残すことができにくく

なるということで，自然とペーパーレス化が進んでいく，こういった効果を期待しておる

ところでございます。

　また，もう１点，ペーパーレス化，岡田委員が９月にもおっしゃいましたように，会議

とか協議もペーパーレスでどんどんやっていきたいということで，執務室内の会議スペー

スにモニターなんかを常設して，パソコンをつなげばすぐに画面に資料を映し出して協議

ができる，そういった環境もつくっていきたいと考えております。来年度はこうしたハー

ド面と，それと仕事のやり方，意識改革というソフト面の両面から，職場環境とか仕事の

やり方の改革に取り組んでいきたいと考えております。

岡田委員

　今の話を聞いていますと，私たち会派で，フェイスブックさんとかマイクロソフトさん

とか，先進ＩＴ企業さんの視察に行かせてもらって，本当に，ここはカフェかいなという

ような所で皆さん仕事をされていました。実際，さっきおっしゃっていたように，フリー

アドレスなのでどこで仕事をしてもいいし，荷物を持って帰るというか，何も残して帰ら

ないという，ペーパーレス化というのも非常に進んでいらっしゃったので，その中にあっ

て，県の仕事がどこまでできるのかというのが非常に大きな課題だと思っています。とい

うのは，紙に挟まれた机に座っている私としては，非常にペーパーレス化というのは課題

だなと思うし，以前にも言いましたけど，ペーパーレス化もできるものとできないものと

がありますので，できる場所からできることでというのが多分一番になっていくと思いま

すし，また，できることをどんどん広げていって，ペーパーレス化することの意義と，そ

してその有利性と，それともう一つはどこででも仕事ができるということの理解を含めて

いくためにも，是非フリーアドレス制のＷｉ－Ｆｉの設置，はっきり言って，日本中のＩ

Ｔ企業さんの最先端をいくようなオフィスが県庁にできるという，できたらまた視察に行

きたいと思いますので，楽しみにしています。

山田委員

　私のほうからも，さっきの中山委員の質問にも関連するＰＦＩについて，本会議でも質

問をしました。実は今，総務省からの通知のことを言われましたけれども，本当にこの総

務省からの通知というのはけしからん。実は過去，県青少年センター，農林水産総合支援

 - 9 -



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年２月27日（月）　総務委員会（付託）経営戦略部・監察局

センター，県営住宅集約化ＰＦＩと，この三つが代表的なものなんですけれども，全部検

証したら，ほとんどはやっぱり「ｖｓ東京」の東京ですね，本社のある所へお金を持って

いくような仕組みになって，一部農協が入ったりとかいう部分はあるけれど，ほとんどそ

ういう流れになっているんです。

　今回，更にひどいのは，いわゆる小さな部分ですね。駐在所17か所，あるいは27戸の県

営住宅，いわゆる小さいものもＰＦＩでいこうという方向になっているということに，本

当に強い，これ自身は危険性と怒りを覚えるんです。そこで聞きたいんですけれども，こ

の財政構造改革基本方針，平成29年から平成31年，この中で県内経済への配慮というのが

ありますけれども，ちょっとその中身を教えてください。

岡本財政課長

　財政構造改革の中に，県内経済への配慮ということでございます。財政課のほうでは全

庁的に取り組んでおります財政構造改革の取りまとめをしておるというところでございま

す。様々な施策をするに当たって，県内経済をより活性化していこうということで，いろ

いろな取組を行ってございまして，そのことで，いろいろな施策を実現するに当たっても，

様々な効果が生み出されるように，そういうことを意識しながら，知恵と工夫を凝らしな

がら事業に取り組んでいくということでございます。あと，いろいろ事業執行に当たって

も，県内企業さんへの受注機会でありますとか，そういったところも配慮しながらやって

いくというようなところで，財政構造改革の中にそういった項目を盛り込ませていただい

ておるというところでございます。

山田委員

　実はこう書いてるんです。中山間地域をはじめとする県内経済の格差に配慮するととも

に，本県経済の活性化に向け，補助事業や県単事業において地元発注を確保する工夫を行

い，加えて，国直轄事業についても地元発注の機会が増えるよう，国に対してこれまで以

上に意見を述べるとともに，県内企業への優先発注に向けた更なる取組を推進すると。こ

のことと，さっきからずっと議論されているＰＦＩの手法が一体どうなのかということに

ついては，これは今後，真剣に検討する必要があると思うんです。これは，防災上からし

ても，県内の中小の建設会社自身を育成するというふうにしないと，本当に長い目で見た

ら大変な事態になるよということについても指摘をした上で，真剣な検討を求めておきた

いと思います。

　次に，県職員の再就職問題についても聞いておきたいと思うんです。答弁を頂きました，

この人財バンクですね，私は県庁版というか，県職員版ハローワークというふうに思うん

ですけれども，県庁の人事課内にまず置いていると。何人の職員で，どれぐらいの予算で

この仕事をやっているわけですか。

梅田経営戦略部次長

　人財バンクについて御質問を頂いております。

　人財バンクにつきましては，人事課で運営に係る庶務を行っているということでござい

まして，職員の人事に関わることというところがありますので，人事担当のほうで所管し
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ておりまして，職員は５名でやっております。

　予算の御質問でございますけども，これについては，特に事業費とかというものではな

くて，職員の紹介をするというだけでございますので，人件費だけでございます。

山田委員

　予算を特定することは難しいと。実は毎日新聞が，このあっせんについて，あっせん禁

止を10府県でやっているよと。徳島県は入っていません。この前の部長答弁では「文部科

学省のようなあっせんは」というふうな表現をされていました。あっせん禁止をしておる

10県は，当然，文部科学省とは直接関係ありません。そういう，禁止しているところは10

府県あるという点と，それとさらに，今からちょうど，2010年11月の朝日新聞に，それだ

けではなくて，渡りも11県あるというふうに指摘をされて，渡りというのは何回も，もち

ろん人財バンクに登録する，１回紹介して，また，２回，３回というふうなことだと思う

んですけれども，徳島県において，この時点では渡り11県の中に徳島県は入っておりまし

た。これは，その後改善もされたんですか。それとも，渡り自身が具体的にあるんだった

ら，具体的な回数等々も教えていただきたいと思います。

梅田経営戦略部次長

　平成22年の朝日新聞の記事について御質問を頂いております。当時のアンケートにつき

ましては，団体等からの要請に基づき適任者を紹介するということ，今，人財バンクが

やっている事業についても，当時，新聞社のほうで，広くあっせんというふうに整理され

たところがございます。また，再就職に対しましても紹介するケースがあるということ，

退職して，一旦就職されて，やめられて，もう１回，そのまま人財バンク登録のある人を

紹介するケースもあるということを，アンケートに答えましたところ，「渡りまであっせ

ん」と整理されて，その結果，本県が当該11県に含まれたという状況でございます。です

から，当時から渡りということがあったという状況はございません。

　

山田委員

　毎日新聞は，つい最近，あっせん禁止は10府県でやってるよと，文部科学省と関係なし

にね。しかし，その中に徳島県は入ってないということなので，これについては，あっせ

ん禁止。部長の答弁は，文部科学省のようなあっせんについてはというふうな答弁でした。

だから，全国的にもこのあっせん禁止の府県が増えてきていると，徳島県はその意思はあ

るのかという点ですね。

梅田経営戦略部次長

　あっせん禁止について，明文化ということであろうかと思います。本会議の答弁でも申

し上げましたとおり，国家公務員については，国家公務員法で再就職あっせんが禁止され

ておるというところでございまして，地方公務員については，地方公務員法に再就職あっ

せんを禁止するという規定はないということでございまして，国家公務員の退職管理に関

する規定の趣旨を踏まえまして，退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置

を講ずるとされているところでございます。

 - 11 -



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年２月27日（月）　総務委員会（付託）経営戦略部・監察局

　本県におきましては，県職員の再就職について，透明性，公平性，公正性を確保して，

県民の方から不信や疑惑を招かないように，とくしま“人財”バンクを設置し，運営して

おりまして，個別のあっせんは行っていない状況であります。

　とくしま“人財”バンクの運用を前提とすることで，実際としてあっせんを行えなく

なっているという意味では，禁止の明文化と同様の効果が生じていると考えているところ

でございます。こうしたことから，今後ともとくしま“人財”バンクを厳格に運用すると

ともに，国の状況を注視しまして，退職管理の適正確保の徹底について，要請があれば，

遅れることなく必要な対応を検討していくということで，引き続き県職員の再就職につい

て，透明性，公平性，公正性の確保に努めてまいりたいと考えております。

山田委員

　やっぱり県民の皆さんから見て，県職員版のハローワーク，これでいいのかという議論

は当然起こってきますよ。今の状況の中でね。だから，そういう特別なことをしていいの

かというのが質問の趣旨ですね。それはそれで，また引き続き聞くとして，最後の質問に

移りたいと思います。

　今日，徳島東署問題について，実は時間があったら，かなりゆっくりと聞こうとして

おったんですけれども，管財課のほうにお伺いするんですけど，以前，国有財産の四国地

方審議会の中で，処分を検討する段階で県と徳島市の意見交換をという話が入っておりま

した。前の委員会の段階では，課長答弁は，今のところ話はないということでしたけれど

も，この経過と，それと裁判所余剰地の面積，聾学校敷地の面積，等価交換という報道も

ありますから，そういうあたりはどうなっているのかということと，これは公安委員会で

も聞いたんだけれども，森友学園問題が起こってきたということで見たら，やはりここに

ついても，きちっと透明性を確保するとともに，やはり県民の声を聞くことが必要ではな

いかと，これだけの大きな県有地の処分につながるわけですから，もちろん裁判所跡地も

含めてね。そういう点について，管財課としてどのようにお考えかということについて，

端的にお答えください。

藤本公共施設最適化担当室長

　聾学校の処分について，県民の意見をよく聞いてという御質問かと思います。

　旧の聾学校跡地は，国の裁判所跡地と交換した後は，国と県の土地が隣り合わせになる

ということになります。また，四国財務局の国有財産四国地方審議会において，審議委員

から，隣り合わせる旧聾学校跡地について，今後，一体活用など，有効活用を考えていく

ことが大切であるとの意見も頂いているところでございます。

　一方，四国財務局では，徳島県内の国公有地の最適利用に向け，関係機関，国，県，徳

島市において構成する検討会議の設置を計画しております。旧聾学校跡地の利活用につい

ても，こうした場を活用して，関係機関とも議論を深めていきたいと考えております。ま

た，このほか，公有財産の適正な取得とか管理をはじめまして，管理については未利用財

産の有効活用などについて審議・検討を行う公有財産最適化推進会議，これは庁内の組織

でございますが，これをはじめ，外部有識者で構成される公有財産リフレッシュ会議の場

を活用しながら，将来の活用の在り方について，多角的に検討してまいりたいと考えてお
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ります。

篠原管財課長

　今，山田委員から御質問を頂きましたが，四国財務局が設置をしようとする検討会です

けれども，これにつきましては旧聾学校跡地の周辺の土地，市財産の土地ですね，これの

みに関わらず，県内の国公有地について最適化を図っていこうということで，県，それか

ら市町村，国，三者が連携をして意見交換の場を設けるということで，昨年もお答えをし

たところです。この会議の行方ですけども，この２月に，国のほうに設置の時期を確認し

ましたが，これ，徳島財務事務所の所ですけど，現在は四国財務局とその時期設定を調整

しておるという回答を頂いております。それが今の現状です。

　それから面積の関係でございますが，裁判所跡地はおおよそ 4,000 平方メートル，これ

が交換対象の用地ということになります。一方，旧聾学校跡地ですけれども，現有の面積

は約１万 4,900 平方メートルと。今後，裁判所の土地 4,000 平方メートルの評価額に相当

する面積と，旧聾学校跡地の面積を算出をして，その部分と，裁判所跡地の 4,000 平方

メートルとを交換すると，こういう計画といいますか，流れになります。

　

山田委員

　実はさっきの森友学園の関係が，今，話題になっています。基本的には，非常に透明性

を持ってやらないと駄目だという話です。先にという声もありましたけれども，そこは問

題になっておるわけです。本当に透明性を持たないといけない時期にきているというのが

１点ですね。それと，いわゆる四国財務局の審議会ですね，現在，裁判所跡地は国の土地

で余剰地になっています。これを，いわゆる財務省のほうが，裁判所のほうから引き取っ

てという交換状況になるんでしょうけれども，この四国地方審議会については，いつ頃開

催をされようとしているのかという情報は把握されていますか。

篠原管財課長

　審議会のスケジュールということですけれども，国に確認をしております中で申し上げ

ますと，現在の裁判所の用地ということで，所管が財務省に切り替わるといった経過を経

た後に，国有財産，四国地方審議会が開催をされるということで，春以降ということで国

からは伺っております。

　それから，先ほどの土地の森友学園ですか，価格の不透明さうんぬんということが，今

メディアで報道されておりますけれども，県におきましては，未利用地の処分ですが，こ

の際にはきちっとした評価を取って，鑑定評価の際には，当然市場性であるとか，形，面

積等々も含めて，更に土地の履歴も置いてありますので，そういったものを，鑑定評価を

する者，専門家に提出をして，総合的にきちっとした評価を頂いた上で予定価格を定めて

いくというふうに，全庁的な手続で進めておりますので，森友学園のようなことが今直ち

に想定されるとは考えておりません。

高井委員

　私もＰＦＩについてでございます。中山委員の後を引き継ぐという形で，趣旨は基本的
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に同じです。お話がございました，内閣府から出されております優先的検討，多様なＰＰ

Ｐ，ＰＦＩ手法の，導入を優先的に検討するための指針についての要請文書の中で，人口

20万人以上の地方公共団体等において，この指針を踏まえて，平成28年度末までに優先的

検討事項規程を定めていただけますようお願いするという要請がきておりまして，先ほど

来，話が出ているとおりで，地元企業を育てる観点からも，非常にいろんな心配があると

いうことは，この間いろいろ，特に公安委員会のときの質疑の中でいろいろな話が出まし

た。そして，改めてこの優先的検討規程の策定状況は，今どのようになっているのか，ま

た，内閣府から指示が出ているように，平成28年度末までにということになると，もうあ

と，残すところ少しでございますので，そのとおり出す御予定なのか，そこをまずお聞か

せください。

藤本公共施設最適化担当室長

　先ほども説明させていただきました，策定に向けてのこれまでの状況ということでござ

いまして，本県におきましては，ＰＦＩ手法の推進に関しては総合管理計画，これで目標

も掲げて進めておるところでございます。

　国において要請されておるこの規程でございますが，県としては，優先的に検討し，こ

の規程を策定するほか，運用等の手続など，これを要綱とか要領などにおいて，県内企業

の参画が確保できるような評価基準等をしっかりと盛り込む必要があると考えております。

　それで，今後の策定の時期については，この検討状況，これの推移を見ながら慎重に進

めてまいりたいと考えております。

高井委員

　時期の明言はなされませんでしたが，正に，規程に盛り込むことがきちんとできるのか，

若しくは要綱という形で落とすときに盛り込むことができるのか，いろいろテクニカルな

ことはあるかもしれませんが，その事業のコストの総額だけによる評価ではなく，それ以

外の評価による規定，評価をきちんとするということを，ある種明言していただきました

ので，その点をしっかり盛り込んでいただきたいなと思います。

　警察のほうの官舎の整理，阿南市と三好市の官舎整備のＰＦＩ事業では，10日ぐらい前

に発表になったんですが，オール徳島の事業体が落札をしたということで，その背景には，

事業の要求水準書というのを案の段階で公表して，かつ事業者といろいろ対話をしながら，

しっかりその要求に沿うように，特にその中で，ある種の地元に対する配慮もあったので

はないかと推察をしているんですが，対話をしながら進めた中でオール徳島の企業がとっ

たという，一つの大きな，初の事例ができましたので，そういう点もしっかり踏まえて，

これからも取り組んでいただきたいと思います。

　ちょうど，内閣府から出ている資料の中にも，この検討規程を策定するために，やはり，

地域における，このＰＦＩ事業に参画する関係者の方々の連携の強化や人材育成，官民対

話を行う，この産官学で構成された地域プラットフォームというのをしっかりつくって，

地域の民間事業者による事業の案件形成能力を高めるということが中に入っております。

正に，徳島県内に事業体がしっかりと入っていけるように，また，具体的な進め方の経験

を持てるように，地域プラットフォームというのをしっかりと機能させてくださいという
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ようなことが入っておりますので，こういう点も引っ張って，是非，徳島ならではの，徳

島ファーストでいいんだろうと思います。その規程の中で，盛り込むのがなかなか難しけ

れば，要綱や運用等で，しっかり徳島県内企業に配慮していくということを是非考えてい

ただきたいと思います。

　山田委員もおっしゃってましたけど，正にこの点は一致していると思います。県民のた

めに税金を使ってする事業が，やっぱり県内企業を潤さないということではいけませんの

で，県内経済への配慮ということも御答弁ございましたが，この点，しっかり取り組んで

いくという形でお願いをしたいと思います。御答弁があればお願いします。

篠原管財課長

　ただいま委員のほうから，ＰＦＩを推進する中で，地元企業の参画等々，こういったも

のに十分留意をして，規程等，あるいはその運用をきっちり定めていくべきだというお話

を頂きました。どうしても今回，内閣府の指針と申しますのは，あくまでもＰＦＩを優先

的に検討するための指針であり，あるいはそれに準拠した規定だということになってしま

います。今日，委員の皆様から数々，御意見を頂いたところですけれども，こうした一方

では，何といっても県内経済の底上げも必要ですし，あるいは活性化も必要であると。そ

れから県内企業の，いわゆる成長発展に向けた参画の機会をいかに確保していくんだと

いったことがポイントになってこようかと思います。それで，こうした規程の今後の検討

に当たりましては，並行してそうした地元企業の参画の在り方，すなわち手法，仕組みで

ありますとか，あるいはその環境づくり，こうした点について十分に検討をして，あくま

でも慎重に，そうした部分は策定を進めていきたいと，規程とともに，その参画の在り方

についてしっかり検討をしてつくっていきたいと考えておりますので，また今後とも，ど

うぞよろしくお願いいたします。

古川委員

　私からも何点か御質問をさせていただきます。

　まず，来年度予算においては，地方創生本格展開，これを加速していくんだという予算

を打ち出されております。まず，経営戦略部として，この地方創生の本格展開の加速，こ

れはどのように取り組んでいこうと考えておられますか。

福田総務課長

　経営戦略部といたしましては，人・モノ・金，それと情報。そういうものを取り扱って

いる部局でございます。そういうものをフルに活用して，県庁内各部局がやっております

地方創生の取組，これをしっかりと下支えするとともに，経営戦略部においても，そう

いったいろいろなツールを使いながら，しっかりと取り組んでいきたいと思っております。

古川委員

　やっぱり人の部分をしっかりと見据えてやっていきたいなと思っているんです。とくし

ま回帰総合戦略，これの大きな目標として，2025年までに希望出生率 1.8 を目指すとなっ

ていますよね。この 1.8 というのはかなり高い目標だと思いますので，これをしっかりと
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実現していくためには，やっぱり２人目，３人目の人も安心して産み育てられる環境づく

りというのをしていかないといけない。これが最も大事だと思っています。

　去年９月の一般質問でも言わせていただきましたけれども，１人目のときに，夫が家

事・育児に参加するかしないかが，２人目，３人目が生まれるのに顕著に表れるらしいで

す。もし，休日，夫が家事・育児を全然しない場合，２人目，３人目が生まれたのはほん

の１割なんです。２時間から４時間ぐらいしていたら56.4％ぐらいにはね上がっているわ

けです。もし，夫が休日に４時間以上手伝っていたら７割，８割なんですね。また，京都

大学の柴田准教授が，子育て支援の効果，いわゆる出生率に現れる効果等を数値的に分析

した結果を研究しているんです。ＯＥＣＤ主要28か国で，1980年から2009年，大体30年の

間で各地で分析して，各施策をした場合の効果を数値的に試算した。子育て支援の拡充，

例えば，今は保育とか幼児教育，保育所とか幼稚園ですね。余り県民環境部では言えない

んですけど，この施策というのは，分析した結果，出生率には 0.015ポイントぐらいしか

反映されないと。何が一番出生率に反映されるかといったら，やっぱり労働時間の短縮と

いうことだそうです。

　これ，週当たり２時間程度短縮して，これを，例えば今年から，2025年の８年間実施し

た場合の効果は，ＯＥＣＤの過去のデータから分析して0.19ポイント上がるという。今，

徳島県では希望出生率1.55です。0.19ポイントも上がったら，大方目標を達成する。

　ちなみに，２番目に高かったのは大学の学費の軽減。これをすると，さっき言うように

８年間やっていくと0.16ポイント，これが２番目に高いんです。ですから，今は給付型の

奨学金みたいなものも，来年度やって，再来年度本格実施する。こういうのも合わせると，

本当に，労働時間の短縮をすれば希望出生率 1.8 も夢じゃない，目標を実現できるわけで

すね。ですから，こういった部分をやっぱり，県内の事業所に先駆けて，モデルとなるよ

うに，県から，この県全体に広めていくような，そういうふうな取組を本当に真剣にやっ

ていってほしいなと思っております。

　でも，今，超過勤務の状況というのもかなり厳しいですよね。年々厳しい。過去５年間

で，１人当たりの超過勤務時間数も４時間増えている。超過勤務手当だったら５年間で５

億円余り増えているという状況でしょ。こういうふうな状況で，やっぱり真剣に，この長

時間労働の是正を考えていかないといけないと思うんですけど，これのネック，長時間労

働の原因は何だと考えていますか。

梅田経営戦略部次長

　長時間労働の御質問でございます。やはり我々としましても，委員がおっしゃいますよ

うに，長時間労働の是正，それからワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組という

のを日々進めているところでございます。その中で，やはりどうしても，近年求められて

おります行政サービスの高度化・複雑化というものがございまして，その部分に対応して

いく必要があるというところが，一番の課題になっているのではないかなと。それから，

業務改善というのも一方で進めているところございますけども，なかなかそれが業務の複

雑化，業務の増加に追いついていかないということが大きな課題ではないのかなと考えて

おります。
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古川委員

　業務が本当に多様化していっています。次々いろいろなことをしないといけないように

なって，これはよく分かりますけども。国では36協定の上限を設けるとか，インターバル

を設定するとか，こんな議論もされてますけども，県庁の仕事というのは単なる事務処理

とか単純作業というのはないので，与えられた課題，高度化・多様化する課題には，何と

か知恵を絞って，やっていかないといけないですよね。ですから，時間の量を制限すると

いうよりは，時間の使い方をどうしていくかというのが大事だと思うんです。

　私は業務の見える化をしていくこと，これが急所だと考えています。職員が毎日どんな

業務に取り組んでいるのか。これ，課長，副課長は一人一人が，この時期だと大体こんな

ことをしてるだろうというのは分かっていると思うんですけど，全課員が何をしてるか分

かってる人，手を挙げていただけますか。分かってないわけですよ，みんな。僕も昔は分

かりませんでした。一生懸命仕事をしていて，早よ帰れとは言えないじゃないですか。マ

ネジメントしなさいと，口では人事課は言いますけど，じゃあ，どうやってマネジメント

するんだと。このあたり，具体的に手法を示して，全庁的に進めないと，こんなの各課で

やれるわけがないんです。だから，本当に今はメール１本で，国から，膨大な量の作業も

きますし，毎日の業務で何をしているのかということをしっかりと見える化する。また，

もう一つは，長期的に重要で急ぐものから手を付けていく，こういう優先化ですよね。と

もすれば，やりやすいものからしてしまうというのもありますので，このあたりをしっか

り，業務の見える化をしていかないと，マネジメントなんか絶対にできないと思います。

ですからそのあたりをしっかりと取り組んでいただきたいなと。こういう見える化をする

ことによって，各自の仕事の傾向性も見えてくるわけですから，その見えてきたものを，

業務改善の話合いを，担当ごとで定期的に行う，毎月行うとか，こういうことをやって，

しっかりとＰＤＣＡを回していくというような取組をやっていかないと，絶対に仕事なん

て変わっていかないと思います。こういうことをやっていくと，余計に手間がかかって，

残業が増えるかというふうに思うかもしれませんけれども，こういう具体的な手法を示し

て，庁内全体で進めていかないと，もう口だけです。このあたり，人事課としては，業務

の見える化という部分はどういうふうに考えていますか。

梅田経営戦略部次長

　業務の見える化について御質問を頂いております。まず，昨年９月に古川委員から，本

会議において御提案いただきまして，我々としても若手職員から意見を聞こうということ

で，特定事業主行動計画推進委員会に参加している各部局の中堅・若手職員を中心とする

メンバー，これは係長以下14名の職員なんですけども，そこで超過勤務の縮減，ワーク・

ライフ・バランスの推進に向けて意見を頂くということで，民間事業者の方に入っていた

だきまして，新たな働き方改革推進部会というのを，昨年12月15日に設置しまして，これ

まで２回，12月と１月に会議を開催しました。その際に，若手の職員のほうからも，働き

方改革に対する意識啓発とか，業務の平準化，効率化，タイムマネジメント，縮減目標の

設定などいろいろ意見が出されております。

　その中で，我々としても取り組んでいけるものとして，まず，見える化の部分なんです

けども，より詳細な超過勤務の実態把握や分析に基づく業務改善を着実に推進するために，

 - 17 -



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年２月27日（月）　総務委員会（付託）経営戦略部・監察局

管理職員の退庁時刻，それから超過勤務の必要性を効率的に把握できるように，総務事務

システムの改良を今やっております。まだ，できていないんですけれども，その取組をし

ております。

　それともう１点，古川委員からもお話がありました，メール１本でいろいろ業務が進め

られる，大量のメールが来ているという状況もございますので，メール発注の見直しなど

を含めて，業務依頼のルール化といったような業務改善についても取り組んでいけたらと

いうことで，現在作業を進めているところでございます。

古川委員

　また，業務の見える化と，定期的な業務改善の会議，こういうことで，見えてくるもの

があると思いますので，まずはやはり構造的に長時間勤務となっているような部署があり

ますので，そういうところからモデル的にまず取り組んで，県庁に合うようなモデルをつ

くっていったらどうかなと思います。本当にプロジェクトを抱えているような課とか，法

律改正があって，大規模な改正が迫られているような担当とか，また，あるいは人事課と

か財政課みたいな，季節労働みたいな職場は，なかなかすぐには変えられない部分もある

かなとは思うんですけれども，恒常的にずっと続いているようなところについて，まず優

先的に，モデル的にやっていくというのを提案したいと思います。しっかりとそのあたり，

今，中堅・若手メンバーに民間企業の方も加わって，参画する部会をつくって，スピード

感を持って働き方改革を進めていく，これは去年の９月，知事にも明確に答弁していただ

いております。これをしっかりと，この中で，業務の見える化とか，業務改善をしていく

ような仕組みを確立していっていただきたいなと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。

　もう１点は，去年の９月に脱炭素化の社会に向けての新たな条例が制定されました。県

は国を大きく上回る，2030年度に，ＣＯ２みたいな温室効果ガス，26％と国は言ってます

けど，上回る40％，これを削減する目標を掲げました。こういうこともやっぱり，県政の

大きな課題というのは，県庁全体で取り組んでいかないと達成はできないと思っています。

そういう意味で，経営戦略部では管財課で，県庁舎での省エネ等を進めてもらっています

けれども，それ以外で何か部として取り組んでいくことというのを考えていますか。

　このあたりはやっぱり縦割りの行政というんですか，みんなほかの部に任しておいたら

いいので，県政の重要な政策，このあたりを変えていかないと，やっぱり何年やっても変

わっていかないと思うんです。ですから，ここがやっぱりネックだと思います。経営戦略

部の中でお願いしたいのは，施設整備をする際の省エネ化とか再生エネルギーの利用，こ

ういうのはやっぱり，施設は１回整備してしまうと，長期間使うので，影響もすごく大き

いです。来年度予算にも警察，学校，県営住宅，こういうような整備予算が大きく盛り込

まれていますので，やっぱりイニシャルコストだけじゃなくて，長期的な視線で，そうい

う対策をした場合，どっちが得なのかというのをしっかりと考えて，配慮した予算を付け

ていってほしいと思います。このあたり，財政課，どうでしょうか。

岡本財政課長

　様々な県有施設において，省エネでありますとか再生エネルギーの利用，そういったと
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ころも視点に含めてみてはどうかということで，御質問，御提言を頂いておるところでご

ざいます。現在，いろいろ整備を進めておりますが，高校施設などにおきましても，屋上

に太陽光のパネルを設置したりでありますとか，そういったところも積極的に進めておる

ところでございます。個々，個別には具体的に設計の段階であったりというところでの議

論になってまいるかと思いますけども，そういった視点も入れながら，県有施設の施設整

備，様々な検討をしていきたいと思ってございます。

古川委員

　繰り返しになりますけど，地方創生とか，脱炭素社会を実現していく，こういう大きな，

重要な県政の課題については，全庁的に，縦割りじゃなくて，特にこの経営戦略部という

ところが各部局の要となる部ですから，そこから，きちっと，このあたりの解消を発信し

ていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。

喜多委員

　ちょっとだけ質問をさせていただけたらと思います。岡田委員からも話がありました。

柔軟な働き方を可能にする県庁オフィス改革ということで，働き方改革，フリーアドレス

制の導入とかペーパーレス化とかいう話がありましたけれども，具体的にどのように進め

ていくかについて，お尋ねをいたします。

勝川行政改革室長

　来年度，フリーアドレス化等，県庁のオフィス改革をどのように進めていくかとの御質

問でございます。来年度，まずは行政改革室，それから情報戦略課におきましてフリーア

ドレス制というものを導入したいと考えております。Ｗｉ－Ｆｉ環境を室内に整備しまし

て，無線により全庁ＬＡＮやインターネットにアクセスできるネットワーク環境を構築し

ます。それで，フリーアドレスの導入により，特定された個人の席ではなくなりますので，

そこでクリーンデスクも進んでいくということで，さらにその波及効果として，資料を机

に残さないということでペーパーレス化といったものが進んでいると考えております。こ

うした，場所にとらわれない働き方であるフリーアドレスが，組織や職員に浸透すること

で，在宅勤務に対する意識の障壁も低くなり，円滑な導入が図られていくんじゃないかと

いう効果も期待するところでございます。

　さらに，県庁内外にこういった取組を波及させていくため，商工労働観光部とも連携し

ながら，こういった働き方のセミナーみたいなものもどんどん実施をして，外のほうにも

情報を発信してまいりたいと考えております。

喜多委員

　県庁の事務をお手本にして，それから広げていくということで，なかなか，具体的には，

例えば朝きたら，座る所がないというか，どこへ，どう仕事を進めていったらいいかとい

うのは，具体的に，なかなか難しい面があろうと思います。どこでもいいけど，座ってよ

というようになるんですかね。
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勝川行政改革室長

　フリーアドレス制につきましては，ある一定のルールは必要かなと考えております。そ

のあたり，どこでもいいと言いながらも，例えば，我々が考えておりますのは，例えば，

来週会議があるといった場合に，担当リーダーであるとか，所属長とか，その担当者の横

に座ることで，協議，それから確認しながら資料なんかをつくると，そういったことで資

料の出戻りもなくなり，業務の効率も図られるといったような効果も考えておりますので，

フリーアドレス制につきましては，十分効果が発揮できるよう，一定のルール付けみたい

なものは検討していきたいと考えております。

喜多委員

　準備に時間がかかると思いますし，ペーパーレス化にしても，即，来年度から始めると

いうことにはならないんじゃないかと思いますけれども，具体的にはどのぐらいの期間が

必要なんですかね。

勝川行政改革室長

　実施までの期間について御質問を頂きました。予算を認めていただけましたら，来年度

早々，例えばＷｉ－Ｆｉの整備であるとか，あと，パソコンも軽量型にしたいと思ってお

ります。あとは，デスクも速やかに調達手続に入りまして，６月中をめどにこういったオ

フィスが運用できるように取り組んでいきたいと考えております。

喜多委員

　多分，どこかへ行ったときに，机の上に何もないと，そこに10人くらいが座っていて，

それは，何かしらの部署ぐらいで分かれておって，もう，ペーパーレス化とフリーアドレ

スが進んでいるんですよという話があって，そんな時代が来るのかなと思ったときがあっ

たんですけれども。室長が，それの範を示して二つの室・課で進めるということで，是非，

これから，そういう新しい働き方を積極的に進めてほしいなと。そして多分，やったその

課がうまくいけば広がる可能性もあるんじゃないかなと思います。効果を検証して，進め

られたら進めてほしいなということを思っております。

　もう一つが県庁コールセンターですけれども，私も時々，電話番号が分からないときに，

621 の2500番に掛けたら，さっと分かるということで，すごい便利なことができたなと思

います。あれが始まって六，七年ぐらいになるんじゃないかと思います。その利用状況が，

どんな状況になっておるのか，お尋ねをいたします。

林県民ふれあい室長

　県庁コールセンターの利用状況ということでございますが，県庁コールセンターにつき

ましては，県民からのお問合せを一元的にお受けするとともに，県民の声をしっかりと把

握して，施策への反映につなげるものとして，平成21年11月から運用を開始しております。

総合案内窓口としまして，県庁，南部県民局，西部県民局の三つの電話番号を設けており

まして，県民からの電話によるお問合せを一元的にお受けするとともに，以前からの電話

交換業務というのも行っております。お問合せへの対応として，あらかじめ作成しており
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ます質疑応答データ等を活用しまして，その場でお答えをさせていただいております。ま

た，専門的な内容とか判断を必要とするものなどについては，コールセンターで対応が困

難ということで，その場合につきましては担当部署にピンポイントで転送させていただく

というワンストップの効率的な対応によって，たらいまわしを防ぎ，県民サービスの向上

につなげております。

　運用の実績といたしましては，今年度は１月末現在で 9,204 件。１日平均としまして，

約50件の御利用を頂いております。内容としましては，お問合せや相談など，電話交換以

外のものが 9,204 件のうち，約半数ございまして，そのうち61％がコールセンターで対応

を完了しております。

喜多委員

　案外多いということにびっくりしたんですけれども，もうちょっと少ないのかと思った

ら，私にしても，どこの課か分からないというのがたくさんあるんですね。そんなときに

2500番にかけたら即分かるということで，本当に便利なワンストップというか，コールセ

ンターができたなと思っております。続けていってほしいし，県民の要望に応えていって

ほしいなという一つでございます。

　それと，来年度から始まる予定で，県民サロン，新しく，今は改装中でありますけれど

も，今の県庁の場所がずっと広がって，新しく県民サロンということができるということ

ですけれども，その状況について，目的等も含めてお尋ねをいたします。

林県民ふれあい室長

　御質問の県民サロンの施設概要ということになりますけれども，御承知のとおり，県庁

１階の県民サービスセンターにつきましては，日頃から県民の皆様に県政に対する御相談

とか，県政情報の入手ですとか，また，待ち合わせとか，小さいお子様連れの方には授乳

場所として御利用いただいていたところです。

　これまで多くの県民の皆様に御利用いただいてきたんですけれども，現庁舎完成から30

年を経過しまして，また，地方創生の機運を踏まえまして，県民が集い，県民とともに一

歩先の未来を創造する場づくりをコンセプトに，県民サロンとしてリニューアルするとい

うことで，現在，西側工事が一部完了しまして，４月上旬のオープンに向けまして，引き

続き東側工事を行っておるところです。施設の概要ということですけれども，壁面や棚な

ど，施設全体に県産材を多く使用しまして，また，照明をＬＥＤ照明に，窓側の柱には阿

波和紙を貼りまして，徳島らしい空間としております。現在，工事を行っております東側

部分には展示スペースを設けまして，県の施策ですとか，また，県民作品の展示等も行う

こととしております。

　また，障がいをお持ちの方や小さなお子さん，外国人の方にも御利用いただけるように，

車いすの方が御利用しやすい広いスペースを確保いたしまして，窓口となるカウンターは，

座ってゆっくり御相談いただけるローカウンターの仕様としております。また，お子様連

れの方が安心して御利用いただけるよう，キッズスペースや授乳室も御用意しております。

　また，正面玄関入り口の看板には外国語も併記することとしておるところでございます。

オープン後につきましては，この県民サロンを活用しまして，展示スペースにおいて，
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ワークショップ等，他部局と連携した県民参画事業の実施ですとか，また，県民ホールに

設置します４Ｋモニターの連携による効果的な情報発信ということを行っていく予定とし

ております。今後，多くの皆様に御利用いただきまして，県政への理解を深めていただく

とともに，広聴事業の活性化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えておるところで

す。

喜多委員

　私も時々，県民サロンというか，あの部屋に行くんですけど，いつも何人かが必ずおる

ということで，それが一層きやすくなるということで，県庁へ行ったことがないという人

がたくさんおるんですけれども，そんな中で，できたらＰＲを大きくしていただいて，県

庁へきてくださいよということも，そして意見も積極的に言ってくださいよということで，

今もお話がありました広聴事業の充実ということですけれども，具体的にはどのように広

聴するのかだけお尋ねして終わります。

林県民ふれあい室長

　どのようにこの県民サロンを活用しまして，広聴を実施していくのかということになり

ますけれども，広聴事業としましては，ふれあい室においていろいろな事業を行っており

ますが，この県民サロンといたしましては，まずは多くの方にきていただきたいというこ

とで，これまでの県民サービスセンターにおいては，少し正面玄関から奥まった場所に入

り口がありまして，県民の方から，ちょっと入り口が分かりにくいとか，気軽に入れない

という御意見もございました。県民サロンにおいては，正面玄関から最も近い部分に透明

の自動ドアを設けておりまして，また，工事後には入り口が全部で３か所となる予定と

なっております。また，外国語表記もしました。見やすく大きな看板を設置いたしまして，

目に付く，誰もが気軽に入れる仕様としております。多くの方に御利用いただきたいと考

えております。また，県民からの御意見や御相談を受ける広聴窓口と，情報公開，個人情

報の窓口を，今回集約するということになっており，また，相談をお受けするカウンター

には車椅子での御利用にも配慮したローカウンターを採用しておりまして，利便性をより

高くし，県民目線での充実したサービスを提供していきたいと考えております。さらに，

この県民サロンを活用しまして，ワークショップ等，他部局と連携した県民参画事業の実

施ですとか，県民ホールに設置する４Ｋモニターの連携による効果的な情報発信を行うこ

とによりまして，県民の県政への関心が高まることで，広聴事業の活性化を図りまして，

県民の意見・提言を県政への反映につなげられるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

南委員長

　ほかに質疑はありませんか。

　（「なし」と言う者あり）

　それでは，これをもって質疑を終わります。

　これより採決に入ります。

　お諮りいたします。
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　ただいま審査いたしました経営戦略部・監察局関係の付託議案は，これを原案のとおり

可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

　御異議なしと認めます。

　よって，経営戦略部・監察局関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。

　

【議案の審査結果】

　原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

　　議案第１号，議案第２号，議案第18号，議案第19号，議案第20号，議案第26号，

　　議案第27号，議案第28号，議案第29号，議案第40号，議案第49号，議案第52号，

　　議案第53号，議案第65号，議案第66号，議案第67号，議案第72号

　次に，請願の審査を行います。

　お手元に御配付の請願一覧表を御覧ください。

　それでは，請願第12号「業者婦人の働きを認めない差別的税制，所得税法第56条の廃止

について」を審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

大田経営戦略部長

　請願第12号「業者婦人の働きを認めない差別的税制，所得税法第56条の廃止について」

に関しまして，御説明させていただきます。

　国税である所得税法第56条は，事業者が生計を一にする配偶者やその他の親族に支払っ

た給与は必要経費に算入しないと規定されております。

　この規定があるために，家族従事者は自家労賃，つまり配偶者等の働き分でございます

が，社会的に認められず，社会的・経済的にも自立できない状況となっていることから，

業者婦人などの家族従事者が一人の人間として人権が尊重され法の下に平等であるために，

所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出願いたいというものであります。

　一方で，所得税法56条には特例が存在し，青色申告事業者について，同じように親族に

給与を支払った場合は，その全額を必要経費に算入する，また，白色事業者についても，

配偶者であれば86万円，それ以外の専従者であれば50万円の事業専従者控除が認められて

いるところであります。

　なお，所得税法第56条の規定につきましては，昨年12月に決定された，平成29年度税制

改正大綱におきましては，規定の見直しについては触れられておらず，引き続き財務省に

おいて検討がなされている状況にございます。

　以上でございます。

　よろしくお願い申し上げます。

南委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。
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　本件は，いかがいたしましょうか。

　（「採択」と言う者あり）

　（「継続」と言う者あり）

　それでは，意見が分かれておりますので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件は継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって本件は，継続審査とすべきものと決定いたしました。  

　次に，請願第14号の１，「ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について」を審

査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

　

大田経営戦略部長

　請願第14号の１「ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について」に関しまして，

説明させていただきます。

　私立高校の授業料減免制度につきましては，県の負担による独自の授業料軽減制度の適

用により，年収がおおむね 350 万円未満の世帯にあっては，国の就学支援金交付金に上乗

せする形で，授業料軽減事業補助金により授業料を実質無償としております。

　また，年収がおおむね 590 万円未満程度の世帯にあっては，授業料の半額を助成してお

ります。

　以上でございます。

　よろしくお願い申し上げます。　

南委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

　（「採択」と言う者あり）

　

樫本委員

　先ほど，経営戦略部長から報告がありましたように，年収が 350 万円未満の世帯につい

ては授業料を実質無償化，こういうことになっております。また，年収が 590 万円未満の

世帯については授業料を半額助成となっております。非常に他県より先行して，いい制度

になっております。私立高校の授業料減免制度の適用を拡大する必要はないと思います。

　したがって，不採択です。

南委員長

　それでは，意見が分かれておりますので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件は不採択とすべきものと決定することに，賛成の方は御起立を願います。
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　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって，本件は，不採択とすべきものと決定いたしました。

　以上で，請願の審査を終わります。

　　

【請願の審査結果】

　継続審査とすべきもの（起立採決）

　　請願第12号

　不採択とすべきもの（起立採決）

　　請願第14号の１　

　以上で，請願の審査を終わります。

　これをもって，経営戦略部・監察局関係の審査を終わります。

　それでは，本年度最終の委員会でございますので，委員を代表いたしまして一言御挨拶

を申し上げます。

　経営戦略部・監察局関係の審査に当たりましては，大田経営戦略部長をはじめ，理事者

各位におかれましては，常に真摯な態度をもって審査に御協力を頂き，深く感謝の意を表

する次第でございます。

　審査の過程において表明されました委員の意見並びに要望を十分尊重され，今後の諸施

策に反映されますよう，強く要望してやまない次第でございます。

　時節柄，皆様方には，ますます御自愛いただきまして，それぞれの場で，今後とも県勢

発展のため御活躍いただきますことを祈念いたしまして，私の挨拶とさせていただきす。

大田経営戦略部長

　一言，御挨拶申し上げます。

　南委員長，原井副委員長をはじめ，委員の皆様方には，この一年間，経営戦略部・監察

局・出納局関係の様々な案件につきまして，終始，熱心に御審議を頂き，幅広い視点から，

適切な御意見，御指導を賜り，厚くお礼を申し上げます。

　皆様方から頂戴いたしました貴重な御意見，御指導につきましては，私ども職員一同，

今後の県勢発展に十分に生かしてまいりたいと考えております。

　委員の皆様方におかれましては，今後，ますますの御活躍をお祈り申し上げますととも

に，我々職員に対しまして，今後，より一層の御指導，ごべんたつを賜りますよう，お願

い申し上げまして，お礼の御挨拶とさせていただきます。

　ありがとうございました。

南委員長

　これをもって，本日の総務委員会を閉会いたします。（16時34分）
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